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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流入口と複数の流出口とを備える分岐管と、
　前記分岐管の内部を前記流入口側と前記流出口側に仕切り、前記流入口の開口面積より
も大きい総開口面積の複数の貫通孔と、前記流出口のそれぞれと対向する複数の対向部と
、を備える隔壁と、
　を有し、
　複数の前記対向部が、前記隔壁の高さ方向又は幅方向に連続している、マニホールド。
【請求項２】
　前記隔壁が、前記流入口と前記流出口の中間位置又は前記流出口よりも前記流入口に近
い位置にある請求項１に記載のマニホールド。
【請求項３】
　前記対向部が、前記流出口の中心線と垂直に交差している請求項１又は請求項２に記載
のマニホールド。
【請求項４】
　前記隔壁が、前記流入口と対向する第二対向部を有する請求項１～請求項３のいずれか
１項に記載のマニホールド。
【請求項５】
　前記第二対向部が、前記流入口の中心線と垂直に交差している請求項４に記載のマニホ
ールド。
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【請求項６】
　複数の前記貫通孔のそれぞれの開口面積が、前記流出口の開口面積よりも小さい請求項
１～請求項５のいずれか１項に記載のマニホールド。
【請求項７】
　流入口と複数の流出口とを備える分岐管と、
　前記分岐管の内部を前記流入口側と前記流出口側に仕切り、前記流入口の開口面積より
も大きい総開口面積の複数の貫通孔と、前記流出口のそれぞれと対向する複数の対向部と
、を備える隔壁と、
　を有し、
　複数の前記対向部が、前記隔壁の高さ方向又は幅方向に連続している、マニホールドと
、
　複数の前記流出口から流出した冷却液を合流させて前記流入口へ送ることで前記冷却液
を循環させる循環部材と、
　複数の前記流出口から流出した前記冷却液により冷却される複数の電子部品と、
　を有する情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願の開示する技術はマニホールド及び情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の偏平管が接続された第１ヘッダ集合管の内部を、縦仕切壁によって連通室と混合
室に仕切り、連通室を横仕切板によって仕切った熱交換器がある。
【０００３】
　また、冷媒を流すための複数の枝管が接続された外管と、複数の冷媒流出孔を有し外管
内に収容された内管の間に、円筒状の金網若しくは発泡金属を挿入した冷媒分配器がある
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開ＷＯ２０１３／０６７９９３号公報
【特許文献２】特開２０１２－２４７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　流体が複数の流出口から分けて流出されるマニホールドでは、流出口での流体の流量を
均一化することが望まれる。たとえば、分岐管の容積を大きくすることで流出口での流体
の流量の均一化を図ろうとすると、マニホールドの大型化を招く。
【０００６】
　本願の開示技術は、１つの側面として、小型のマニホールドで、流出口での流体の流量
の均一化を図ることが目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本願の開示する技術では、分岐管の内部を流入口側と流出口側とに隔壁で仕切る。隔壁
は、流入口の開口面積よりも大きい総開口面積の複数の貫通孔と、流出口のそれぞれと対
向する複数の対向部とを備える。
【発明の効果】
【０００８】
　本願の開示する技術では、小型のマニホールドで、流出口での流体の流量の均一化を図
ることができる。



(3) JP 6862777 B2 2021.4.21

10

20

30

40

50

【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は第一実施形態の情報処理装置を示す平面図である。
【図２】図２は第一実施形態の情報処理装置を示す側面図である。
【図３】図３は第一実施形態のマニホールドを示す斜視図である。
【図４】図４は第一実施形態のマニホールドを示す部分的に拡大して示す斜視図である。
【図５】図５は第一実施形態のマニホールドを示す平面図である。
【図６】図６は第一実施形態の隔壁、流入口及び流出口を示す正面図である。
【図７】図７は第一実施形態のマニホールドの図５とは異なる例を示す平面図である。
【図８】図８は第二実施形態の情報処理装置を示す正面図である。
【図９】図９は第一変形例の隔壁を示す正面図である。
【図１０】図１０は第二変形例の隔壁、流入口及び流出口を示す正面図である。
【図１１】図１１は第三変形例の隔壁、流入口及び流出口を示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　第一実施形態のマニホールド及び情報処理装置について、図面に基づいて詳細に説明す
る。図面において、鉛直下方を矢印Ｇで示す。
【００１１】
　図１及び図２に示すように、情報処理装置１２は、ラック１４を有する。ラック１４内
には、複数のサーバユニット１６が収容されており、情報処理装置１２は、サーバ装置で
ある。情報処理装置１２としては、サーバ装置に限らず、たとえば、スーパーコンピュー
タ等であってもよい。本実施形態では、サーバユニット１６はそれぞれ横置きされており
、複数のサーバユニット１６が鉛直方向に重ね合わせて配置されている。さらに、ラック
１４の幅方向（矢印Ｗ方向）にも複数列で並べて配置されている。図１及び図２に示す例
では、サーバユニット１６は１列あたり鉛直方向に３２台並べて配置され、このサーバユ
ニット１６がラック１４の幅方向に２列で配置されているので、合計で７２台のサーバユ
ニット１６がラック１４内に収容されている。
【００１２】
　サーバユニット１６はそれぞれ、基板１８と、この基板１８に搭載された１つ又は複数
の電子部品２０を有する。電子部品２０の例としては、たとえばプロセッサ等の集積回路
を挙げることができる。情報処理装置１２では、複数のサーバユニット１６（基板１８）
を有し、さらに、基板１８のそれぞれに１つ又は複数の電子部品２０が搭載されているの
で、電子部品２０も複数である。複数の電子部品２０のそれぞれには、後述するように、
電子部品２０の熱を冷却液に伝える伝熱部材２２が配置されている。
【００１３】
　情報処理装置１２は、さらに、液分流部材２４、液合流部材２６及び液循環部材２８を
有する。液分流部材２４は、マニホールドの一例である。
【００１４】
　図３～図５にも示すように、液分流部材２４は、分配管３０を有する。分配管３０は、
分岐管の一例である。本実施形態では、分配管３０は軸方向の両端が上底３０Ａ及び下底
３０Ｂによりそれぞれ閉塞された、長さ（内寸）Ｌ、内径ｂの円筒状に形成されている。
【００１５】
　分配管３０の外周面には、内径ａ（図６参照）を有する流入口３２が形成されている。
本実施形態では、流入口３２は、１つの分配管３０につき１つである。図２に示す例では
、分配管３０の軸方向の中央に流入口３２が形成されているが、流入口３２は、上底３０
Ａ、あるいは下底３０Ｂに近い位置でもよい。
【００１６】
　分配管３０の外周面にはさらに、内径ｃ（図６参照）を有する複数の流出口３４が形成
されている。本実施形態では流出口３４の数ｎは、サーバユニット１６の数と同じである
。
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【００１７】
　図３～図５に示す例では、流出口３４は、分配管３０の軸方向に一定間隔を開けて列状
に複数（３２個）並べて形成され、さらに、分配管３０の周方向にも複数列（２列）形成
されている。本実施形態では、複数の流出口３４は、同一の開口面積を有する円形である
。
【００１８】
　図５に示すように、分配管３０の軸方向（長手方向）に見て、複数の流出口３４のそれ
ぞれは、流入口３２と対向する位置に設けられている。流入口３２の中心線ＣＬ－１と流
出口３４のそれぞれの中心線ＣＬ－２とは平行である。
【００１９】
　流入口３２には、循環配管３６の一端３６Ａが接続されている。流出口３４には、流出
口３４のそれぞれと一対一で対応する複数の供給管３８の一端３８Ａが接続されている。
図１に示すように、供給管３８から伝熱部材２２に供給されて電子部品２０の熱を受けた
冷却液は、排出管４０から、合流管４２へ排出される。合流管４２では、複数の排出管４
０から送られた冷却液が合流される。分配管３０の太さは、循環配管３６の一端３６Ａと
の接続の容易さや製造製から、循環配管３６と同じ太さとすることができるが、異なる太
さでもよい。
【００２０】
　合流管４２には、循環配管３６の他端３６Ｂが接続されている。そして、循環配管３６
には、タンク４４、ポンプ４６及び放熱部材４８が設けられている。タンク４４には、冷
却液が貯留されており、この冷却液をポンプ４６によって、液分流部材２４に向かって流
す。放熱部材４８は、循環配管３６を流れる途中の冷却液の熱を外部に放出し、冷却液を
冷却する。なお、循環配管３６において、タンク４４、ポンプ４６及び放熱部材４８の位
置は、図１に示す位置に限定されず、たとえば、放熱部材４８がタンク４４よりも冷却液
の循環方向の上流側でもよい。
【００２１】
　図４～図６に示すように、分配管３０の内部には、仕切板５０が配置されている。仕切
板５０は、分配管３０を軸方向に見て、分配管３０の内部を、流入口３２の第一領域６０
Ａと、流出口３４側の第二領域６０Ｂとに仕切っている。仕切板５０は、隔壁の一例であ
る。図４～図６に示す例では、仕切板５０は平坦な板状であるが、たとえば、分配管３０
の軸方向に見て、一部あるいは全体が湾曲していたり、中央で屈曲していたりする形状で
もよい。
【００２２】
　図５に示すように、分配管３０の軸方向に見て、分配管３０の中心線ＣＬ－３は、流入
口３２と流出口３４の中間位置である。仕切板５０は、分配管３０の中心線ＣＬ－３の位
置、又は流入口３２に近い位置に配置されている。中心線ＣＬ－３に対し流入口３２側へ
変位した量をオフセット量Ｓとする。仕切板５０が流入口３２に近い位置にオフセットさ
れていると、分配管３０の内部では、第一領域６０Ａの容積よりも第二領域６０Ｂの容積
の方が大きい。
【００２３】
　図６に示すように、仕切板５０には、内径ｄを有する複数の貫通孔５２が形成されてい
る。本実施形態では、複数の貫通孔５２は円形であり、それぞれの貫通孔５２の開口面積
は、流出口３４の開口面積より小さい。また、複数の貫通孔５２の総開口面積（開口面積
の総和）は、流入口３２の開口面積より大きい。貫通孔５２は、隣り合う貫通孔５２どう
しが所定のピッチｐでずれる位置に形成されており、いわゆる千鳥配置である。
【００２４】
　仕切板５０には、対向部５６及び第二対向部５８が形成されている。対向部５６及び第
二対向部５８は、仕切板５０において、貫通孔５２が形成されていない部分である。対向
部５６は複数であり、流出口３４のそれぞれの中心線ＣＬ－２の線上で流出口３４と対向
している。図６に示す例では、流出口３４のそれぞれと対向する複数の対向部５６を有し
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、これら複数の対向部５６が、仕切板５０の高さ方向に連続する形状である。第二対向部
５８は、流入口３２の中心線ＣＬ－１の線上で流入口３２と対向している。
【００２５】
　図５に示すように、仕切板５０は、流入口３２の中心線ＣＬ－１及び流出口３４の中心
線ＣＬ－２と垂直に交差している。したがって、対向部５６は流出口３４の中心線ＣＬ－
２と垂直に交差し、第二対向部５８は流入口３２の中心線ＣＬ－１と垂直に交差している
。一部の流出口３４は、中心線ＣＬ－２方向に見て流入口３２と重なっており、この重な
り部分では、第二対向部５８が対向部５６を兼ねている。
【００２６】
　図４及び図６に示すように、仕切板５０において、対向部５６又は第二対向部５８が形
成されていない部分は、貫通孔５２が形成されている部分である。図２及び図４では、貫
通孔５２は図示せず、図６においても、一部の貫通孔５２の図示を省略し、貫通孔５２が
形成されている部分を貫通孔形成部５４として示している。
【００２７】
　仕切板５０の長手方向の一端５０Ａ及び他端５０Ｂはそれぞれ、分配管３０の軸方向の
一端の上底３０Ａ及び他端の下底３０Ｂに接している。すなわち、仕切板５０は、分配管
３０の一端の上底３０Ａから他端の下底３０Ｂまで連続する形状である。
【００２８】
　次に、本実施形態の作用を説明する。
【００２９】
　本実施形態の情報処理装置１２では、ポンプ４６を駆動することにより、冷却液を液循
環部材２８の循環配管３６から液分流部材２４に流すことができる。液分流部材２４では
冷却液が分流され、供給管３８から伝熱部材２２に冷却液を流すことができる。伝熱部材
２２が電子部品２０の熱を受けることで、電子部品２０を冷却できる。冷却液は、伝熱部
材２２から液合流部材２６へ流れて合流され、循環配管３６に戻る。
【００３０】
　液分流部材２４の分配管３０には仕切板５０が設けられている。流入口３２から分配管
３０内に流入した冷却液の流れが仕切板５０で一時的にせき止められ、冷却液の流れの方
向が仕切板５０に沿った方向に変換される。流入口３２から分配管３０内に流入した冷却
液は、第一領域６０Ａから貫通孔５２（流出口３４と対向していない部分にある）を経て
第二領域６０Ｂに移動する。仕切板５０の対向部５６は、流出口３４のそれぞれと対向し
ており、貫通孔５２を通った冷却液が、直接的に流出口３４に流れ込むことが抑制される
。すなわち、冷却液の流れにおける圧力損失が、流入口３２からそれぞれの流出口３４ま
でで均一化される。このため、流出口３４ごとに冷却液が不均一な流量で流出することが
抑制される。しかも、貫通孔５２の総開口面積は、流入口３２の開口面積よりも大きい。
したがって、貫通孔５２の総開口面積が流入口３２の開口面積よりも小さい構造と比較し
て、分配管３０内における流入口３２から流出口３４までの圧力損失が小さい。すなわち
、分配管３０の大径化を行うことなく、電子部品２０の冷却のための冷却液の流量を確保
できるので、液分流部材２４として小型にできる。また、冷却液の流量を確保するために
ポンプ４６の大型化（高出力化）を図る必要がないので、情報処理装置１２の小型化や消
費電力の低減に寄与できる。
【００３１】
　複数の貫通孔５２のそれぞれの開口面積は、複数の流出口３４の開口面積よりも小さい
。したがって、貫通孔５２のそれぞれの開口面積が、流出口３４の開口面積よりも大きい
構造と比較して、貫通孔５２のそれぞれを通過する冷却液の流れを減衰させることができ
る。
【００３２】
　そして、仕切板５０には、このように開口面積が小さい貫通孔５２が多数形成されてい
るので、冷却液は、これら多数の貫通孔５２に分散して流れる。このため、流入口３２と
それぞれの流出口３４との間における圧力損失のバランスをとることが可能であり、複数
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の流出口３４に冷却液の圧力の均一化を図ることができる。
【００３３】
　対向部５６のそれぞれは、流出口３４の中心線ＣＬ－２に対し垂直に交差している。し
たがって、対向部５６が流出口３４の中心線ＣＬ－２に対し傾斜している構造と比較して
、流出口３４ごとの流量を効果的に均一化できる。
【００３４】
　仕切板５０は、第二対向部５８を有している。第二対向部５８は、流入口３２と対向し
ているので、流入口３２から分配管３０内に流入した冷却液が第二対向部５８に当たるこ
とで、冷却液の流れの向きを、流入口３２の中心線ＣＬ－１と異なる方向へ効果的に変え
ることができる。
【００３５】
　第二対向部５８は、流入口３２の中心線ＣＬ－１に対し垂直に交差している。したがっ
て、第二対向部５８が流入口３２の中心線ＣＬ－１に対し傾斜している構造と比較して、
流入口３２から分配管３０内に流入する冷却液の向きを変える効果が高い。
【００３６】
　仕切板５０は、分配管３０において、分配管３０の中心線ＣＬ－３の位置、又は流入口
３２に近い位置に配置されている。仕切板５０が分配管３０の中心線ＣＬ－３よりも流出
口３４に近い位置に配置されている構造と比較して、流入口３２から分配管３０内に流入
した冷却液が直接的に仕切板５０（第二対向部５８）に当たるので、冷却液の向きを変え
る効果が高い。
【００３７】
　しかも、仕切板５０を分配管３０の中心線ＣＬ－３よりも流入口３２に近い位置に配置
することで、流入口３２側の第一領域６０Ａの容積よりも流出口３４側の第二領域６０Ｂ
の容積の方が大きい構造である。これにより、第二領域６０Ｂにおいて、冷却液が分配管
３０の軸方向に移動する際の抵抗が小さくなるので、複数の流出口３４に冷却液が行き渡
りやすくなる。
【００３８】
　仕切板５０は、分配管３０を軸方向に見て、内径ａの１／３よりも流入口３２に近い位
置に配置すれば、流入口３２から分配管３０内に流入した冷却液の流速を低下させる効果
が高い。
【００３９】
　本実施形態では、分配管３０は円筒状の部材である。分配管３０として、円筒状に限ら
ず、たとえば角柱状であってもよい。円筒状の分配管３０では、軸方向（長手方向）に見
た形状が円形であり、内部の水圧が周囲に均等に作用するので、耐久性が高い。
【００４０】
　流入口３２及び流出口３４は、分配管３０の外周面に配置されている。流入口３２や流
出口３４を分配管３０の上底３０Ａ、下底３０Ｂに配置した構造と比較して、循環配管３
６や供給管３８が分配管３０の軸方向に出っ張らないので、液分流部材２４の長さを短く
できる。また、循環配管３６や供給管３８が上底３０Ａ、下底３０Ｂに存在しないので、
複数の分配管３０を軸方向に接続することも容易である。
【００４１】
　また、流入口３２及び流出口３４を１つの分配管３０の外周面に配置する構造であるの
で、流入口３２を配置する管（たとえば外筒）と、流出口３４を配置する管（たとえば内
筒）のように、複数の管を設ける必要がなく、構造の簡素化や軽量化に寄与できる。
【００４２】
　図５に示すように、分配管３０の軸方向（図４に示す矢印Ａ１方向）に見て、流入口３
２と複数の流出口３４とは、対向する位置に形成されている。これに代えて図７に示すよ
うに、流入口３２の中心線ＣＬ－１と複数の流出口３４の中心線ＣＬ－２とが、直角に、
あるいは斜めに交差する構造でもよい。流入口３２と複数の流出口３４とが対向している
と、流入口３２の中心線ＣＬ－１と垂直に交差する部分（第二対向部５８）と、複数の流
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出口３４の中心線ＣＬ－２と対向する部分（対向部５６）とを、１枚の仕切板５０で容易
に実現できる。
【００４３】
　仕切板５０は、分配管３０の内部において、軸方向の一端の上底３０Ａから他端の下底
３０Ｂまで連続している。仕切板５０と上底３０Ａ及び下底３０Ｂとの間に隙間がないの
で、このような隙間を通じて、冷却液が第一領域６０Ａから第二領域６０Ｂへ不用意に流
れてしまうことがない。
【００４４】
　上記第一実施形態の具体的構造の一例として、分配管３０の長さＬ＝１７００ｍｍ、内
径ｂ＝４２ｍｍ、流入口３２の内径ａ＝４２ｍｍ、流出口３４の数ｎ＝７２、内径ｃ＝７
ｍｍに設定できる。そして、仕切板５０のオフセット量ｓ＝７ｍｍ、貫通孔５２の内径ｄ
＝４ｍｍ、ピッチｐ＝５ｍｍに設定できる。この構造では、たとえば、１２０リットル／
分の流量で冷却液を循環させた場合に、流出口３４における流量のばらつきを抑制し、流
量の均一化を図ることができる。
【００４５】
　特に、情報処理装置１２の性能向上等に伴い、多くの電子部品２０を高密度に並列して
配置した構造では、供給管３８の数が多くなり、分配管３０の流出口３４の数も多くなる
。多くの流出口３４が形成された分配管３０を備える情報処理装置であっても、流出口３
４すなわち供給管３８に流れる冷却液の流量を均一化できるので、多くの電子部品２０を
効率的に冷却できる。
【００４６】
　次に、第二実施形態について説明する。第二実施形態において、第一実施形態と同様の
要素、部材等については同一符号を付して、詳細な説明を省略する。
【００４７】
　図８に示すように、第二実施形態の情報処理装置７２は、複数のラック７４を有する。
ラック７４のそれぞれには、サーバユニット１６が縦置きされた状態で、幅方向（矢印Ｗ
方向）に複数並べて収容されている。図８に示す例では、ラック７４は上下に２つである
が、３つ以上でもよい。
【００４８】
　情報処理装置７２は、第一分配管１３０及び第二分配管２３０を有する。
【００４９】
　第一分配管１３０には、第一流入口１３２及び複数（ラック７４と同数、図７に示す例
では２つ）の第一流出口１３４が形成されると共に、第一分配管１３０の内部に、第一仕
切板１５０が配置されている。
【００５０】
　第一流入口１３２には循環配管３６（全体構造は図１参照）の一端３６Ａが接続され、
第一流出口１３４には中間配管７６の一端７６Ａが接続されている。
【００５１】
　第一仕切板１５０には、第一実施形態の仕切板５０（図６参照）と同様に、総開口面積
が第一流入口１３２の開口面積より大きく、それぞれの開口面積が第一流出口１３４のそ
れぞれの開口面積より小さい複数の貫通孔５２が形成されている。さらに、第一仕切板１
５０には、第一流出口１３４と対向する対向部５６と、第一流入口１３２と対向する第二
対向部５８が形成されている。
【００５２】
　第二分配管２３０には、第二流入口２３２及び複数（１つのラック７４に収容されるサ
ーバユニット１６と同数）の第二流出口２３４が形成されると共に、第二分配管２３０の
内部に、第二仕切板２５０が配置されている。第二流入口２３２には中間配管７６の他端
７６Ｂが接続され、第二流出口２３４には供給管３８の一端が接続されている。
【００５３】
　第二仕切板２５０には、第一実施形態の仕切板５０（図６参照）と同様に、総開口面積
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が第二流入口２３２の開口面積より大きく、それぞれの開口面積が第二流出口２３４のそ
れぞれの開口面積より小さい複数の貫通孔５２が形成されている。さらに、第二仕切板２
５０には、第二流出口２３４と対向する対向部５６と、第二流入口２３２と対向する第二
対向部５８とが形成されている。
【００５４】
　第二実施形態においても、第一実施形態と同様に（図１参照）、サーバユニット１６の
電子部品の熱を冷却液に伝える伝熱部材が設けられている。供給管３８から伝熱部材に供
給されて電子部品の熱を受けた冷却液は、排出管４０から、排出管４２へ排出される。そ
して、合流管４２で合流された冷却液が循環配管３６の他端３６Ｂに流れる。第二実施形
態においても、液循環部材２８を有する構造であり、循環配管３６には、タンク４４、ポ
ンプ４６及び放熱部材４８（いずれも図１参照）が設けられている。
【００５５】
　第二実施形態では、第一分配管１３０の内部が第一仕切板１５０によって仕切られてい
る。この第一仕切板１５０により、第一流出口１３４から流出する冷却液の流量の均一化
を図ることができる。すなわち、第一分配管１３０が「分岐管」の一例であり、第一仕切
板１５０が「隔壁」の一例である液分流部材１２４の構造が実現されている。
【００５６】
　また、第二実施形態では、第二分配管２３０の内部が第二仕切板２５０によって仕切ら
れている。この第二仕切板２５０により、第二流出口２３４から流出する冷却液の流量の
均一化を図ることができる。すなわち、第二分配管２３０が「分岐管」の一例であり、第
二仕切板２５０が「隔壁」の一例である液分流部材２２４の構造が実現されている。
【００５７】
　上記各実施形態において、流出口３４（第一流出口１３４及び第二流出口２３４を含む
）の配置や、仕切板５０（第一仕切板１５０及び第二仕切板２５０を含む）の形状は、た
とえば、図９～図１１に示す形状を採り得る。
【００５８】
　図９に示す第一変形例では、流出口３４の高さが、列ごとに上下にずれており、いわゆ
る千鳥配置である。仕切板５０の対向部５６は高さ方向に連続しているので、高さ方向で
の流出口３４の位置の自由度が高い。
【００５９】
　図１０に示す第二変形例では、仕切板５０の高さ方向で、対向部５６と貫通孔形成部５
４とが交互に位置する形状である。対向部５６が仕切板５０の幅方向に連続しているので
、仕切板５０の幅方向にたとえば３つ以上の貫通孔５２を形成することが可能である。
【００６０】
　図１１に示す第三変形例では、対向部５６と貫通孔形成部５４とが仕切板５０の高さ方
向で交互に位置し、さらに、貫通孔５２が１列で形成される構造である。
【００６１】
　上記した各例において、３つ以上の流出口３４を有する構造では、分配管３０の軸方向
及び周方向で、流出口３４は均等な間隔で配置されていてもよいし、不均等な間隔で配置
されていてもよい。
【００６２】
　以上、本願の開示する技術の実施形態について説明したが、本願の開示する技術は、上
記に限定されるものでなく、上記以外にも、その主旨を逸脱しない範囲内において種々変
形して実施可能であることは勿論である。
【００６３】
　本明細書は、以上の実施形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
　（付記１）
　流入口と複数の流出口とを備える分岐管と、
　前記分岐管の内部を前記流入口側と前記流出口側に仕切り、前記流入口の開口面積より
も大きい総開口面積の複数の貫通孔と、前記流出口のそれぞれと対向する複数の対向部と
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、を備える隔壁と、
　を有するマニホールド。
　　（付記２）
　前記隔壁が、前記流入口と前記流出口の中間位置又は前記流出口よりも前記流入口に近
い位置にある付記１に記載のマニホールド。
　　（付記３）
　前記対向部が、前記流出口の中心線と垂直に交差している付記１又は付記２に記載のマ
ニホールド。
　　（付記４）
　前記隔壁が、前記流入口と対向する第二対向部を有する付記１～付記３のいずれか１つ
に記載のマニホールド。
　　（付記５）
　前記第二対向部が、前記流入口の中心線と垂直に交差している付記４に記載のマニホー
ルド。
　　（付記６）
　複数の前記貫通孔のそれぞれの開口面積が、前記流出口の開口面積よりも小さい付記１
～付記５のいずれか１つに記載のマニホールド。
　　（付記７）
　前記分岐管が円筒状に形成され、
　前記流入口及び複数の前記流出口が前記分岐管の外周面に配置されている付記１～付記
６のいずれか１つに記載のマニホールド。
　　（付記８）
　前記分岐管の軸方向に見て前記流入口と複数の前記流出口のうちの一部の流出口とが対
向している付記７に記載のマニホールド。
　　（付記９）
　前記隔壁が、前記分岐管の軸方向の一端の底面から他端の底面まで連続している付記７
又は付記８に記載のマニホールド。
　　（付記１０）
　流入口と複数の流出口とを備える分岐管と、
　前記分岐管の内部を前記流入口側と前記流出口側に仕切り、前記流入口の開口面積より
も大きい総開口面積の複数の貫通孔と、前記流出口のそれぞれと対向する複数の対向部と
、を備える隔壁と、
　を有するマニホールドと、
　複数の前記流出口から流出した冷却液を合流させて前記流入口へ送ることで前記冷却液
を循環させる循環部材と、
　複数の前記流出口から流出した前記冷却液により冷却される複数の電子部品と、
　を有する情報処理装置。
【符号の説明】
【００６４】
１２  情報処理装置
２０  電子部品
２４  液分流部材（マニホールドの一例）
２８  液循環部材
３０  分配管（分岐管の一例）
３２  流入口
３４  流出口
５０  仕切板（隔壁の一例）
５２  貫通孔
５４  貫通孔形成部
５６  対向部
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５８  第二対向部
７２  情報処理装置
１２４      液分流部材（マニホールドの一例）
１３０      第一分配管（分岐管の一例）
１３２      第一流入口（流入口の一例）
１３４      第一流出口（流出口の一例）
１５０      第一仕切板（隔壁の一例）
２２４      液分流部材（マニホールドの一例）
２３０      第二分配管（分岐管の一例）
２３２      第二流入口（流入口の一例）
２３４      第二流出口（流出口の一例）
２５０      第二仕切板（隔壁の一例）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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